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■   　　　　　組合 Q & A
　

こ
の
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
改

正
「
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
」
に
つ

い
て
は
本
誌
で
既
に
掲
載
し
て
お
り
ま

す
が
、
今
回
は
特
に
役
員
に
絞
っ
て
そ

の
詳
細
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
組
合
員
数

１
０
０
０
人
未
満
の
小
規
模
組
合
に
つ

い
て
主
に
説
明
し
て
お
り
ま
す
。

■
役
員
の
資
格

�（
改
正
組
合
法
第
35
条
の
４
関
係
）

▼
現
行
組
合
法
＝
特
段
規
定
さ
れ
て
い

な
い
。

▼
改
正
組
合
法
＝
会
社
法
第
３
３
１
条�

（
取
締
役
の
資
格
）
及
び
３
３
５
条
（
監

査
役
の
資
格
）
を
参
考
に
、
組
合
法
に

お
い
て
も
、会
社
法
の
規
定
に
違
反
し
、

刑
の
執
行
終
了
か
ら
２
年
を
経
過
し
な

い
者
が
役
員
と
な
る
こ
と
を
禁
止
す
る

等
役
員
の
欠
格
事
由
を
定
め
る
こ
と
と

す
る
。

■
役
員
任
期
の
変
更

�（
改
正
組
合
法
第
36
条
関
係
）

▼
現
行
組
合
法
＝
理
事
及
び
監
事
の
任

期
は
３
年
以
内
と
さ
れ
て
い
る
。

▼
改
正
組
合
法
＝
理
事
に
よ
る
業
務
運

営
を
こ
れ
ま
で
以
上
の
頻
度
で
確
認

し
、
理
事
に
よ
る
不
正
行
為
を
防
止
す

べ
く
、
理
事
の
任
期
を
３
年
以
内
か
ら

２
年
以
内
と
短
縮
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

ま
た
、
業
務
運
営
を
監
視
す
る
立
場

に
あ
る
監
事
の
権
限
を
強
化
す
べ
く
、

監
事
の
任
期
を
３
年
以
内
か
ら
４
年
以

内
に
延
長
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

ま
た
、
商
法
・
会
社
法
に
お
い
て

は
、
監
査
役
の
任
期
は
、
３
年
若
し
く

は
４
年
と
さ
れ
短
縮
は
認
め
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
組
合
の

監
事
の
任
期
は
３
年
以
内
で
定
款
・
総

会
決
議
で
の
短
縮
が
可
能
と
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
は
、
組
合
は
自
治
に
よ
る
運

営
が
基
本
で
あ
り
、
組
合
員
の
判
断
と

し
て
監
事
の
任
期
を
短
縮
す
る
こ
と
を

不
可
能
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と

の
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。よ
っ
て
、

今
般
、
監
事
の
任
期
を
延
長
す
る
に
あ

た
っ
て
も
、
こ
の
考
え
方
を
維
持
す
る

こ
と
と
し
、
監
事
の
任
期
を
最
長
４
年

と
し
つ
つ
、
定
款
で
定
め
る
こ
と
に
よ

り
短
縮
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

▼
経
過
措
置
＝
役
員
の
任
期
の
変
更
に

つ
い
て
は
、
新
た
な
役
員
の
選
任
が
必

要
と
な
る
組
合
も
存
在
す
る
た
め
一
定

の
猶
予
を
与
え
る
こ
と
と
し
、
施
行

日
以
後
最
初
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に

係
る
決
算
に
関
す
る
通
常
総
会
の
終
了

前
に
存
在
す
る
も
の
の
任
期
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
と
す
る
。（
附

則
第
10
条
関
係
）

＊
役
員
任
期
の
具
体
例
は
次
㌻
表
参
照

■
監
事
へ
の
業
務
監
査
権
の
付
与

�（
改
正
組
合
法
第
36
条
の
３
関
係
）

▼
現
行
組
合
法
＝
現
行
組
合
法
第
36
条

の
４
で
は
、
信
用
協
同
組
合
及
び
同
連

合
会
を
除
き
、
監
事
の
権
限
を
会
計
監

査
の
み
に
限
定
し
て
い
る
。

▼
改
正
組
合
法
＝
理
事
に
よ
る
業
務
運

営
に
対
す
る
監
視
機
能
を
強
化
す
べ

く
、
会
計
監
査
の
み
に
限
定
さ
れ
て

い
る
監
事
の
権
限
を
拡
大
し
、
監
事
に

業
務
監
査
権
を
付
与
す
る
こ
と
と
す
る

（
改
正
組
合
法
第
36
条
の
３
第
２
項
）。

ま
た
、
併
せ
て
理
事
の
責
任
・
義
務
を

明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
監
事
の
権
限

も
明
確
化
す
る
こ
と
と
す
る
（
改
正
組

合
法
36
条
の
３
第
３
項
）。

　

た
だ
し
、
大
規
模
組
合
で
は
な
い
組

合
に
お
い
て
は
、
組
合
員
に
よ
る
自

治
が
機
能
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
組
合
員
の
自
治
判
断
に
よ
り
定
款

に
お
い
て
監
事
の
監
査
範
囲
を
会
計
に

限
定
で
き
る
こ
と
と
し
（
改
正
組
合
法

第
36
条
の
３
第
４
項
）、
併
せ
て
、
こ

の
場
合
の
理
事
、
監
事
の
権
限
・
義
務

を
明
確
化
す
る
こ
と
と
す
る
（
改
正
組

合
法
第
36
条
の
３
第
５
項
）

▼
経
過
措
置
＝
当
該
規
定
に
つ
い
て

は
、
定
款
、
規
約
の
変
更
や
業
務
監
査

に
必
要
と
な
る
書
類
の
整
備
等
相
当
程

度
の
準
備
が
必
要
と
な
る
た
め
施
行
日

（
平
成
19
年
４
月
１
日
）以
後
最
初
に
終

了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
決
算
に
関
す

る
通
常
総
会
の
終
了
の
日
か
ら
適
用
す

る
こ
と
と
す
る（
附
則
第
11
条
関
係
）。

■
そ
の
他
役
員
に
関
す
る
改
正

①
理
事
に
よ
る
利
益
相
反
取
引
の
制
限

　

現
行
組
合
法
で
は
理
事
が
組
合
と
契

約
す
る
場
合
に
は
理
事
会
の
承
認
が
必

要
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
理
事
の
借

入
金
債
務
に
関
し
組
合
が
こ
れ
の
債
務

保
証
を
行
う
等
、
理
事
と
組
合
の
直
接

契
約
で
は
な
い
が
理
事
と
組
合
の
利
益

が
相
反
す
る
取
引
に
つ
い
て
は
特
段
の

規
制
が
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
契
約

に
加
え
、
会
社
法
第
３
５
６
条
第
１
項

第
３
号
の
規
定
に
倣
い
、
組
合
が
理
事

以
外
の
者
と
の
間
で
行
う
、
理
事
と
組

合
の
利
益
が
相
反
す
る
取
引
に
お
い
て

も
、
重
要
な
事
実
を
開
示
し
た
上
で
理

事
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
旨
の
規
定

が
追
加
さ
れ
る
。

�（
改
正
組
合
法
第
38
条
関
係
）。

②
理
事
の
損
害
賠
償
責
任
の
免
除

　

現
行
組
合
法
で
は
、
役
員
の
組
合
に

対
す
る
任
務
懈
怠
の
損
害
賠
償
責
任
に

つ
い
て
は
、
総
組
合
員
の
同
意
が
無
け

組
合
Ｑ
＆
Ａ

改
正
組
合
法
の
役
員
規
定
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　組合 Q&A
れ
ば
免
除
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
役
員
等
が
職
務
を
行
う
と
き
善

意
・
無
重
過
失
の
場
合
に
お
い
て
は
、

損
害
賠
償
額
か
ら
一
定
額
を
控
除
し
て

得
た
額
を
限
度
と
し
て
総
会
の
決
議
に

よ
っ
て
免
除
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
が
、
今
般
の
改
正
に
よ
り
、
役
員
の

責
任
が
一
定
程
度
強
化
さ
れ
る
こ
と
に

併
せ
、
役
員
の
損
害
賠
償
責
任
の
限
定

に
関
す
る
規
定
も
見
直
す
こ
と
と
し
、

事
業
協
同
組
合
等
の
役
員
に
つ
い
て
も

株
式
会
社
の
役
員
と
同
様
の
扱
い
と
す

べ
く
、
会
社
法
第
４
２
６
条
及
び
第

４
２
７
条
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
と

す
る
。（
改
正
組
合
法
第
38
条
の
２
第

９
項
関
係
）

③
役
員
の
責
任
を
追
求
す
る
訴
え

　

こ
れ
ま
で
は
会
社
法
に
お
け
る
株
式

会
社
に
お
け
る
責
任
追
及
等
の
訴
え
を

準
用
し
て
い
る
も
の
の
、
監
事
の
職

務
が
会
計
監
査
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た

め
、
監
事
に
よ
る
役
員
の
責
任
追
及
の

訴
え
の
部
分
が
除
か
れ
て
い
た
が
、
今

般
の
改
正
に
よ
り
、
会
計
監
査
の
み
を

行
う
監
事
を
含
め
、
監
事
も
責
任
追
及

の
訴
え
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
、
ま

た
、
共
済
事
業
を
行
う
組
合
で
あ
っ
て

会
計
監
査
人
を
選
任
し
た
場
合
の
当
該

会
計
監
査
人
も
同
様
の
扱
い
と
す
る
。

（
改
正
組
合
法
第
39
条
関
係
）

役員任期の具体例

附則第10条、附則第11条の整
理（理事関係：これまで理事の任
期を3年としており、今般の法改
正に基づき理事の任期を2年と
する場合の取扱い）

附則第10条、附則第11条の整
理（監事関係：少人数組合であり
引き続き業務監査権限を付与し
ない組合であって、これまで監事
の任期を3年としており、今般の
法改正に基づき監事の任期を4
年とする場合の取扱い）
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